
（2005 年 6 月 1 日改正の放射線障害防止法施行規則の附則 文部科学省令 36 号） 
 
   附 則  
 （施行期日） 
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 
 （使用施設の基準に関する経過措置） 
第二条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する

法律（以下「改正法」という。）の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定によ

り改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

（以下「新法」という。）第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が

現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律（以下「旧法」という。）第三条第一項の許可に基づき設置した使

用施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の

申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る使用施設の位置、構造及び

設備の技術上の基準については、この省令による改正後の放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第十四条の七

の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該使用施設について、改正

法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 
２ 改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文

の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可

に基づき設置した詰替施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条

第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る詰替

施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の七の規定

にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該詰替施設について、改正法の施

行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 
 （廃棄施設の基準に関する経過措置） 
第三条 改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項

本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第三条第一項の

許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第

三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る

廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一

の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正

法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 
２ 改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文

の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可

に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条

第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄

施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規

定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の

施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。 



３ 改正法の施行の際、旧法第四条の二第一項の許可を受けた廃棄業者が現に使用し

ている廃棄施設又は現に旧法第四条の二第一項の許可の申請をしている者の当該

許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規

則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施

設について、改正法の施行後に新法第十一条第二項の変更の許可の申請をした場合

は、この限りでない。 
 （使用の場所の一時的変更に係る使用の基準に関する経過措置） 
第四条 新法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について文部科学大臣に

届け出て、三百七十ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素の使用をする場

合には、当分の間、新規則第十五条第一項第十号の四の規定にかかわらず、新法第

三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状若し

くは第三種放射線取扱主任者免状を有する者又は電離放射線障害防止規則（昭和四

十七年労働省令第四十一号）第五十二条の二のガンマ線透過写真撮影作業主任者の

指示の下に行うものとする。 
 （放射線障害予防規程に関する経過措置） 
第五条 この省令の施行の際、現に旧法第二十一条第一項の規定により放射線障害予

防規定を文部科学大臣に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を新規則第二

十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、この省令の施行の

日から起算して一年を経過する日までに文部科学大臣に届け出なければならない。 
 （定期講習に関する経過措置） 
第六条 改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項

本文の許可を受けたものとみなされる者及び新法第三条の二第一項本文の規定に

よる届出をしたものとみなされる者、改正法附則第五条第一項の規定により新法第

四条第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者（表示付認証機器のみ

を販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない

者を除く。）並びに許可廃棄業者は、新規則第三十二条第二項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、改正法の

施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者に最初の新法第三十六条の二

第一項の定期講習を受けさせなければならない。 
 一 平成七年三月三十一日以前に選任された放射線取扱主任者 平成十八年三月三

十一日 
 二 平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に選任された放射線取

扱主任者 平成十九年三月三十一日 
 三 平成十四年四月一日以後に選任された放射線取扱主任者 平成二十年三月三十

一日 
 


